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裁判員経験者の意見交換会議事録 

 

１ 開催日時 

   平成２９年１０月２日（月）午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所 

   広島地方裁判所大会議室（南棟３階） 

３ 出席者 

   司会者 小 川 賢 司（広島地方裁判所刑事第１部部総括裁判官） 

   裁判官 髙 森 宣 裕（広島地方裁判所刑事第１部裁判官） 

   裁判官 下 村 有 朋（広島地方裁判所刑事第１部裁判官） 

   検察官 内 田 耕 平（広島地方検察庁公判部検事） 

   弁護士 近 藤 剛 史（広島弁護士会所属） 

   補充裁判員経験者（１番）（５０代 男性） 

   裁判員経験者（２番）（５０代 女性） 

   裁判員経験者（３番）（４０代 男性） 

   裁判員経験者（４番）（３０代 女性） 

   裁判員経験者（５番）（６０代 女性） 

裁判員経験者（６番）（４０代 女性） 

   裁判員経験者（７番）（４０代 男性） 

４ 議事内容（議題等は別紙のとおり） 

○司会者（小川裁判官）   

本日は，あいにくの天候の中でございますけれども，意見交換会にお集まりい

ただきまして，誠にありがとうございます。 

 早速，意見交換会を始めさせていただきます。 

 私は，本日の意見交換会の司会進行を務めさせていただきます広島地裁刑事第１

部の裁判官の小川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは，参加される皆様も自己紹介をお願いを申し上げたいと思いますが，ま

ず法曹三者から参加されているメンバーの方々の自己紹介をお願いしたいと思いま

す。 

 まずは，裁判官のお二人からよろしくお願いいたします。 

 

○裁判官（髙森裁判官）   

同じく広島地裁の刑事１部で，右陪席裁判官をしております髙森と申します。

本日は，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

同じく広島地方裁判所刑事第１部で左陪席をしております下村と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会者（小川裁判官）   

それでは，次に，検察官の方からも自己紹介をお願いいたします。 

 

○検察官（内田検察官）   

広島地検の検察官の内田でございます。日頃，主に裁判員裁判を担当しており

ます。今日は，よろしくお願いいたします。 

 

○司会者（小川裁判官）   

それでは，次に，弁護士の方からもお願い申し上げたいと思います。 

 

○弁護士（近藤弁護士）   

広島弁護士会の弁護士の近藤と申します。よろしくお願いします。 
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○司会者（小川裁判官）   

それでは，続きまして，裁判員あるいは補充裁判員を経験された参加者の皆様

方から，自己紹介をお願いしたいと思いますが，私から，参加者の方々が，それぞ

れ御経験されました裁判がどのようなものであったのか，簡単に御紹介させていた

だきつつ，皆様からそれぞれ今回の意見交換会に参加してみようと思われた理由な

どについても，あわせて教えていただけたらと思いますので，どうぞ，よろしくお

願いいたします。 

 それでは，１番さんから順番に伺ってまいりたいと思いますが，１番さんが御参

加された裁判は，性犯罪の事件でございます。二人の男性が女性の被害者をレイプ

してけがをさせたとされる事件でありまして，被告人らは，同意のもとに性交をし

ただけだと，暴力はふるっていないとして，無罪を主張したわけですけれども，結

論としましては，有罪の判決となったという裁判でございます。 

 １番さん，どうぞ，よろしくお願いいたします。 

 

○補充裁判員経験者（１番）   

経験者の１番です。 

 意見交換会に参加しようと思った動機なんですけど，今回，私が扱ったのは，先

ほど裁判長が言われていたように，集団レイプの事件だったんですけれども，その

ほかの裁判員制度の中ではどんなことがあるのかなと。あと，今回の意見交換会は，

ホームページでも紹介されている，過去いろいろ見たらこんなことが出ているとい

うことで，やはり是非貴重な体験とか経験を広くみんなに知ってもらう，皆さんに

知っていただいて，身近にある法律，皆さんにこんなことがあるんだとか，こうい

う過程でみんな判決が出るんだとか含めて，少しでも経験が広く伝わればなという

ことで参加させていただきました。 

 

○司会者（小川裁判官）   
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ありがとうございます。 

 次に，２番さんですが，２番さんが御経験された裁判は，殺人，死体遺棄という

事件でございます。交際相手の女性の方を殺害して，その死体を遺棄したとされる

事件でありまして，被告人は，被害者の方から依頼を受けて頼まれて，被害者の方

を殺害したんだということで，嘱託殺人に当たるというような主張をされたという

ことでございますけれども，通常の殺人罪の成立が認められたという結論になった

ようでございます。 

 ２番さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○裁判員経験者（２番）   

裁判員経験者２番です。 

 今回参加してもよいという考えになった理由は，裁判員に，もしなったら是非や

ってみたいって興味本位というか好奇心もあり，また全然知らないことなので，一

度はやってもいいかなという思いがあって参加させていただいて，参加させていた

だいたら経験してとてもよかった，ほかの裁判とかテレビで見たりする事件を見る

と，また興味深くというか，どういう刑になったとか，見る目がまたちょっと違っ

てきたというか，そういうこともあったり，もう知らないことを知り得たのがとて

もいい経験になったので，私の周りは裁判員になったら嫌だっていう人が多いんで

すけれども，いや，そうじゃないよ，経験してみるのも人生経験でいいことだよっ

て言って，みんなに知らせたいなという思いもあって，この意見交換会にも出席し

てみたいなと思いました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。 

 それでは次に，経験者３番の方ですが，３番さんが経験された裁判は，強盗致傷

事件ということでありまして，これは，いわゆるタクシー強盗をして，タクシーの
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運転手さんである被害者の方にけがをさせたとされる事件でございます。 

 被告人は，大量服薬等の影響で，意識がもうろうとした状態にあったとして，責

任能力を争われたということですけれども，結論といたしましては，責任能力に問

題はなかったとして有罪の判決になったという裁判だったそうでございます。３番

さんからも御紹介かたがた，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○裁判員経験者（３番）   

経験者３番です。 

 私が，今回，この意見交換会に参加させていただこうと思ったのが，この事件が

終わって，家に帰ってというか，どうしても一つ非常に引っかかった部分があって，

これは，今回の質問事項の一番最後の感想とか意見のところで皆さんの意見も聞き

たくて，どうしても一つ申し上げたいなということがありましたので，来させてい

ただきました。また，そのときにお話しできたらと考えております。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。 

 それでは，次に，経験者４番さんですが，４番さんは，覚せい剤の密輸事件とい

う事件に御参加いただきました。 

 外国人の被告人が，日本国内に密輸入された覚せい剤の，いわゆる回収役，回収

運搬役というんでしょうか，そういった形で関わったとされている事件でございま

して，被告人は，回収した荷物に覚せい剤が隠されているとは知らなかったとして，

無罪を主張したわけですが，結論としては，有罪の判決になったという裁判だった

ようでございます。 

 ４番さん，自己紹介かたがた，一言どうぞ，お願いいたします。 

 

○裁判員経験者（４番）   
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裁判員経験者４番です。 

 ３月に終わったんですけれども，結構自分の中で風化して忘れてしまっていて，

それをもう一度何か自分の中で考えたかったというのと，ほかの裁判員経験者の方

が，どんなことを考えていらっしゃるのかということにすごく興味があったという

ことで，参加させていただきました。 

 小学生２年生の子供がいるんですけれども，その子にもいい経験をしたというだ

けではなくて，何を伝えていくべきなのかというのを，自分の中で整理して考えた

かったというのが，今回，参加した理由です。よろしくお願いします。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。 

 それでは，次に経験者５番さんですが，５番さんが経験された裁判は，３番さん

と同じ裁判と，強盗致傷事件，タクシー強盗の事件ということでございます。５番

さん，どうぞ，よろしくお願いいたします。 

 

○裁判員経験者（５番）   

経験者５番でございます。 

 あれからもう１年たちますけれども，本当に風化しかけたところにこういうお話

をいただいて，懐かしく思い，それもあって出席させていただきました。 

 それと，一般的によく裁判員に決まったら拒否される方も結構いらっしゃるって

聞きましたけれども，実際に経験してみると，判決が下りるまでに，本当に細かい

ところを何度も何度も調べて，判決が下りるまでの経過がとてもよく分かって，人

生経験，とてもプラスになったんですね。 

 そういうこともありますし，本当に嫌な思いが全くないので，今からもそういう

経験，一度皆さんもされたらいかがかなというふうに，少しでも広めてあげたいな

と思って参加いたしました。 
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○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。 

 それでは，次に，経験者６番さんですが，６番さんが経験された裁判は，先ほど

の４番さんと同じ裁判，密輸事件の裁判ということでございます。６番さん，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

○裁判員経験者（６番）  

私は，皆さんのように深く考えてはいなくて。ただ，お手紙が来たら行こうと

いうふうに思っていたので，参加して，今，確かにもう裁判が終わって半年以上経

って，何か覚えていてはいけないというか，何か余り記憶しないように自分の中で

思っていたんですけど，改めて何かきちっと自分の中で整理をして，経験したから

には，何か伝えて残すということをしなければならなくて，ここにいるんだなとい

うのを今感じております。よろしくお願いします。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ，よろしくお願いいたします。 

 それでは，最後になりましたが，７番さん。経験者７番さんには，先ほどの２番

さんと同じ裁判，殺人，死体遺棄の裁判に御参加いただいた，御経験いただいたと

こういうことでございます。 

 ７番さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○裁判員経験者（７番）   

経験者７番です。私が参加しようとした理由なんですが，一つの事件しか，今，

経験がない状況で，本当にそれがよかったのかという疑問はずっと持ちながら，ほ

かの裁判での状況というのが聞けたらなと思って，そういったところに興味があっ



－8－ 

たので参加させていただきました。本日はよろしくお願いします。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。 

 今回，御参加いただいております経験者の方々，総勢７名の方々に本日は御参加

いただけたわけですが，今，御紹介させていただきましたとおり，実際に御経験を

いただいた裁判といたしましては，４件の裁判が今回経験者の方々の経験された裁

判ということになりまして，いずれも先ほど御紹介をさせていただきましたとおり，

事実認定のところに争いがあるケース，いわゆる否認事件ということでありまして，

否認事件の裁判員裁判を経験された方々にお集まりいただいて，これから意見交換

をさせていただこうということでございます。 

 特に，否認事件における検察官，弁護人の主張立証活動，法廷での主張立証活動

について，どのような御意見，御感想をお持ちでいらっしゃるかというところを，

資料などもお手元に配らせていただきましたので，そういった資料なども適宜御参

照をいただきながら記憶を呼び起こしていただきつつ，具体的な御意見，御感想を

いただければということでございます。 

 公開の法廷で行われたことでありますので，法廷で見聞きした審理の中身につき

ましては，これは守秘義務とは関わりませんので，特に差しさわりのある話という

ことはございませんので，どうか自由に御発言をいただけたらと思います。 

 それで，質問事項といたしましては，審理を段階分けしまして，審理の冒頭段階

におきましては，検察側，弁護側，それぞれ冒頭陳述を行います。そして，その上

で審理の中心となります証拠調べを進めていくということでありまして，そして証

拠調べが全て終わりましたら，審理の締めくくりといたしまして，検察側，弁護側

の最終御意見，論告や弁論をお聞きいただいて，それで審理は終わるという形だっ

たかと思います。 

 そういった審理の段階ごとに，まずは冒頭陳述のところから，冒頭陳述はどうだ
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ったかというところを伺っていって，そして中心となる証拠調べがどうだったか，

そして最後に審理の締めくくりの段階，論告や弁論はどうだったかと，こんなこと

でお話を伺って参れたらというふうに思います。 

 それぞれ検察側の主張立証活動はどうだったか，一方，弁護側の方の主張立証活

動はどうだったか，そのあたりも記憶に残られている，あるいは今，思い出される

範囲で何か印象に残っておられること，御意見，御感想をお持ちのところをお話し

いただけたらということでございます。 

 先ほど，自己紹介かたがた，１番さんから順番に御発言をお願い申し上げてまい

りましたけれども，この否認事件における当事者の主張立証活動という本日の意見

交換会の本題部分につきましては，もう御発言を自由にしていただけたらと思いま

すので，私の方に軽く合図を送っていただけましたら，どうぞということでお願い

したいと思います。 

 いかがでございましょうかね。冒頭陳述のところから思い出していただけたら，

ありがたく思いますけれども，検察側あるいは弁護側の冒頭陳述，今はどんなふう

なところが印象として残っておられるか，あるいは冒頭陳述というのは，これは，

検察側，弁護側，それぞれがこれから行っていく証拠調べにおいて，どのような事

実を明らかにしていこうとしているかというところを，それぞれの御主張として述

べられるというものでございますけれども，冒頭陳述段階で，冒頭陳述メモという

ような形で書類が配られて，それに基づいてお話があったかと思いますが，どんな

印象が残っておられるか。 

 あるいは，その後に行われた証拠調べの間，この配られた冒頭陳述のメモ，こう

いったものを参照しながら，適宜参照しながら証拠調べをお聞きいただくというこ

とができたかどうか。冒頭陳述の印象が薄かったり，あるいは証拠調べの際に冒頭

陳述を有効活用できなかったなんていうことが，もしもありましたら，それはどう

いったところに原因があったのかなというところも，あわせてお伺いできればとい

うところでございますけれども，いかがでしょうかね。 
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 何か，７番さん，ございましょうか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

７番です。冒頭陳述のところで，検察官の立証活動なんですけど，もうストー

リーが整理された形での，こういうふうに証拠を出していって，最後にこういうふ

うな争点で，ここへ判断を委ねるんだよというような流れが，きっちり整理された

資料になっていて，とてもすんなり入ってくるような整理がされているなというの

が印象でした。 

 

○司会者（小川裁判官）   

Ａ３，１枚の紙にまとめられたものが配られたということでございましたでし

ょうかね。情報量としては，いかがでしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

そうですね，全体が分かるようにまとめられている資料でしたので，流れが分

かりやすいというか，そういった資料でした。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。今，７番さんから御意見をいただきましたけれども，

ほかの皆様方は，いかがでしたでしょうか。何か。どうぞ，１番さん。 

 

○補充裁判員経験者（１番）   

１番です。同じようなことを言うようなかもしれませんけれども，やっぱり検

察官側の資料については，ストーリーというか，流れが特に私の経験させていただ

いた，体験させてもらったものについては，被告が２名いらっしゃるんですけど，

それもＡ３の１枚にストーリーが全て書いてありまして，争点とか判断のポイント
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とかが非常に分かりやすかったし，初めて参加する素人にとっては，法の判断につ

いては，よりどころとなるか，こういう流れでこういう争点，ポイントは，判断の

ポイントはここだなということが簡潔に時系列にまとめてありましたので，分かり

やすかった。やっぱりこれは，多分経験というか，検察官の中で資料の共有化とい

うか，その辺のある程度のひな形と言ったら失礼なのかもしれません。そういうの

ができて，流れができているのかなと。 

 ちょっときつい言い方をしますと，反対側に弁護側については，多分経験がそん

なに，検察官と同じようなといいますか，土台が違って，何かそれぞれ扱う経験が

裁判員制度の扱う件数も少ないと，その辺もあると思うんですけど，資料の作り方

は，良かったりとか，ちょっとこれは資料が分かりにくいので，先ほど言いました

被告が二人いるので，その人によって作り方が違ったりとかによって，ちょっと資

料とか見ると，ちょっとどういうふうに見たらとか，ポイントがまとめてあるとこ

ろもあるし，なかったりするところもあったり，資料はまとまっているのに，陳述

されるとき，このストーリーでないんで，今どこを言われているかなということで，

その辺でちょっとこれは先ほど言いましたように，慣れといいますか，やっぱり弁

護士さんは，裁判員制度ばかり扱っているわけじゃないんで，その辺の検察官と弁

護士さんとの資料の作り方の経験則と言ったら失礼かもしれませんけど，そういう

のがあるのかなというのがあります。まず第一，それでしたね。 

 逆に検察官は，ストーリーに流れて，まさにドラマを見ている状態で，うんうん

と，すんなり心にすとんと入ったという感じで，弁護士の方は，やっぱり被告人を

守ろうとする余り，資料は作ってあっても，ちょっと違うところへ飛んで行ったり

すると，やっぱり熱意がちょっと違うところに行って，初めて聞く人からすると，

あれ，どこに行って，資料のどこかなとかいうようなことがちょっとありましたね。

いきなり冒頭のところから，ちょっと失礼なことを言いましたけど，感想的にはそ

んなことを感じました。 
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○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございました。検察側の冒頭陳述，弁護側の冒頭陳述，両方

に触れていただきました。ほかの皆様も同じように，ちょっと御記憶にあるところ

をお話しいただけたらと思いますが。６番さん，いただけますか。 

 

○裁判員経験者（６番）   

私と４番さんが関わった件に関して言うと，検察の側の方は，すごく簡単でこ

うぱっと目で見て，ぱっと入ってくる。情報としては，すごい適量な感じで分かり

やすくしてありまして，ああ，こういう裁判員ってこういうものなんだなというも

のを見た後で，弁護士の方を見ると，さらにすごく凝縮されたというか，すごく分

かりやすくポイントがあったので，ちょっと今の１番さんとか，７番さんとは逆な。

だから今言われていたような経験によってこう変わっていくのかなという，今，伺

ってそういう印象でした。どちらかというと，弁護士の方が，私たちの方は分かり

やすかったですね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

４番さんも同じような御感想でしょうか。 

 

○裁判員経験者（４番）   

はい。６番さんと同じ感じで，今，思い出しながらお話しするんですけれども，

検察官側の資料の方は，ぱっと見てはすごく簡潔で分かりやすいので，最初の冒頭

のときというのは，皆さん，もう何も入っていない状態で，もう話を本当に鵜呑み

に聞くだけなので，ああ，こんな感じだったんだというのは，見るだけにはいいん

ですけど，こう後々にやっていくにつれて，もう突っ込みどころが，何で，何でみ

たいな，もう突っ込まれてばっかりだったなというのが印象で，でも，弁護士側の

方が，突っ込まれにくいような作り方をされているなというのが，今，思い出して。
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はい。感想です。 

 

○司会者（小川裁判官）   

４番さん，６番さんが経験された裁判は，密輸の裁判でしたですね。弁護側の

冒頭陳述メモは，本当にＡ４，１枚にずっとコンパクトに圧縮されたようなペーパ

ーになっているようでございまして，この裁判の弁護士の方は，恐らく裁判員裁判

の御経験も豊富でいらっしゃったのかもしれませんね。分かりやすい内容でまとめ

ていただいたということでございます。 

 ほかの皆様方はいかがでございましょうか。３番さんは，いかがでございました

でしょうか。 

 

○裁判員経験者（３番）   

そうですね，検察官側も弁護人側も，責任能力という争点でしたので，そこに

しっかりそれぞれが主張を，我々こう素人でも分かりやすいように，順序よく紙も

作ってくださっているので，もうそれは非常に，もう私はがっぷり四つというか，

それぞれしっかりこう分かりやすい形で説明してくださっているなという印象を受

けましたし，特に検察官側のやはり証拠の，今はパソコンで映像でとか，皆さん，

本当に証拠の提示とかも丁寧で分かりやすく，全く分かりにくいとかという印象は

なかったです。 

 

○司会者（小川裁判官）   

５番さん，どんな感じでございましょうか。 

 

○裁判員経験者（５番）   

私も，３番さんと同じ事件だったんですけれども，全くの素人でも，とても分

かりやすい資料でした。はい。 
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 それで，両方とも責任能力と書いてありますけれども，実際に被告人を見たとき

に，最初のこの事件の犯人というのは，随分と，むごいことをするような怖い方な

んだろうというイメージが最初にあったんですけれども，この資料だけを見ると。

実際に会ってみると，この方がって，何かもう同情したいような環境の方でしたの

でね，本当に判決に持っていくのに大変でしたね。はい。そういうのを覚えていま

す。 

 

○司会者（小川裁判官）   

経験者２番さんからお伺いするのがちょっと遅くなりましたけれども，いかが

でしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（２番）   

時系列にちゃんとこう詳しく書いてあって，とても分かりやすかったですし，

これを読んだ途端，もう裁判員という立場と別に，被告人に対して，もう許せない

というか，女の立場からして許せないという気持ちが強くて，もうずっとそれが最

初から最後までありましたけど，もう検察官のこの資料がもう完璧というか，本当

に全然何も知らない私でもいろいろ理解ができて，また裁判長も細かく分かりやす

く説明してくださったので，疑問に思うことはありましたけれども，すんなり関わ

っていくこともできて，良かったと思いました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。 

 冒頭陳述段階での双方の主張について，経験者の皆様から一通り御意見をいただ

きましたが，法曹三者で参加されている方々からも，さらにこのあたりはどうでし

たでしょうかというお話があれば，それを踏まえてさらに意見交換できたらと思い

ますが，いかがでしょうかね。 
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○裁判官（下村裁判官） 

では，裁判官の下村から，特に４番さんにちょっとお聞きしたいんですけれど

も，突っ込みどころとおっしゃいましたけど，何か例えば，どんなところに引っか

かられたのかとか，あと検察官の方は，最後に覚せい剤の認識の有無を判断する上

で，検討してほしいことという形で３点挙げられていますよね，第４というところ

で。何でこれがポイントになるんだろうとかいうところは，御理解された上で，そ

の証拠調べに臨むことができたのかどうか，そこら辺を教えていただけると大変助

かります。 

 

○裁判員経験者（４番）   

４番です。詳しいことは，申し訳ないです，覚えていないんですけれども，ま

ず検察官の方が説明されていて，裁判官の方が，そこは違いますよねというのが，

結構，何回もあったんですよね。資料で，ここは何が言いたいのかというのが，そ

こ違いますよねというのを何かすごく覚えていて，後で，控室で，裁判官の方が私

たちに説明してくださったので，ああ，こういうことが言いたかったんだというの

が，もう裁判官の方が説明してくださってようやく分かったというのが，結構あっ

たというのが，突っ込みどころというところですかね。 

 検察官の方がやっていく中でも，何でそこをこだわるのかというのが，３点ぐら

いあったかな。そこはもうこだわるところじゃないでしょう。次に進みましょうと

いうのが結構あったので，それがすごく印象に残っていて，ちょっとどこがという

のは，詳しくはちょっと今お伝えはできないんですけれども。そういう回答でよろ

しいでしょうか。すみません。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

６番さん，いかがですか。今の点。 
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○裁判員経験者（６番）   

今回というのと，前回というのがあって，その検察の方が，前回のことをちょ

っと持ち出して，この資料では，分かりやすく前回，今回って分けてくださってい

たんだけれども，話をしていくうちに，今回の事件じゃない，前回の事件をちょっ

と誤って入ってきてしまっていたりというのがあって，それで，何かそれは違いま

すねという，ちょっと整理するのに，こちらももう前回のことは考慮してはいけな

いのに，どうしてもそっちに目がいってしまうような資料になって，ちょっと偏っ

た感じがあって，親切で入れてくださっていたのが，ちょっと私たちには分かりづ

らく感じるものになってしまっていて，それで作った本人も陥ってしまっていたと

いう感じでした。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

前回のこの犯行の関係が，今回の犯行について，その被告人が覚せい剤と分か

っていたかどうかということについて，どう関係するのかということが，ちょっと

分かりにくかったということなんですかね。 

 

○裁判員経験者（６番）   

出されている数字だったか日にちだったか，何か明らかにこれは今回の事件と

は関係ないものがちょっと入ってきていたりという，本当にこう初歩的なことだっ

たかと思います。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

ありがとうございます。 

 

○司会者（小川裁判官）   
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薬物の密輸事件なんていうと，あれなんですね。１回限りということではなく

て，過去にも同じようなことがあったと。その起訴されていない過去のことについ

て，どんなふうに扱っていくかという，そういう難しさがあったところなんでしょ

うかね。 

 

○検察官（内田検察官）   

検察官の冒頭陳述では，具体的に事実を取り上げまして，こういった事実を立

証していきますと。例えば殺意があったかどうかということについては，けがの状

況とか，あるいは凶器の形状だとか，そういった具体的な証拠を事実に結びつけて

書面に落とすような工夫をしているのです。 

 それは，例えば，今回の性犯罪でいうと，同意があったかなかったかというのは，

恐らく被害者の証言だとか，あるいは密輸の場合だと，覚せい剤の隠し方だとか，

そういったことで，この証拠を見てくださいというのを，最近では，最近ではとい

うか，法律上明記されていますので，そういう点を心掛けているんですけれども，

検察官の冒頭陳述で分かりやすいという御意見がいただけましたが，そのあたりと

いうのは，きちんと冒頭陳述に反映されていましたか。 

 つまり，こういう主張なんです。この主張を立証するために，この証拠を見てく

ださい。ここをポイントとして見てくださいというそういう観点から主張している

つもりなんですけれども，そういった点での事実と証拠の結びつきというのは，明

確になっていましたでしょうか。 

 

○司会者（小川裁判官）   

今，検察官から御質問があった点について，何か御記憶に残られている，印象

に残られている方がいらっしゃったら，御発言をいただけたらと思いますが，いか

がでしょうか。 

 冒頭陳述の段階で，これから行う証拠調べのどの辺り，どうこの主張が結びつい
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ているんだということを，分かりやすく説明しておられたかどうかということです。 

 何か７番さん，ございましょうか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

私の関係した事件については，検察官の冒頭陳述メモ，Ａ３にまとめられた資

料の中に，この立証は，この証拠としては報告書の何番なんだよとか，そこまで記

載があって，むしろこの後ある証拠調べの中でも，これをもとに，これがレジュメ

みたいな形で，これの証拠はこうですよという形で説明があったように思っており

ますので，すんなり入ってきたというのが印象でした。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ほかの皆様方は何かございましょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょう

かね。 

 では，お一方から御指摘をいただきましたが，ちょっとその辺の結びつきが分か

りにくかったというのが，御記憶の方がいらっしゃったら，そのあたり教えていた

だけたらと思いますが。４番さんとか，６番さんの参加された裁判では，その辺の

資料の作りが，分かりにくかったでしょうか。いかがでしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（４番）   

分かりにくいということはないんですけれど，どうしても弁護士さんの方と比

べると，入ってこなかったというか，こう何というかな，比べると分かりにくい，

だけど，とても親切には作られていると思います。 

 

○司会者（小川裁判官）   

 では次に，審理の中心となります証拠調べの関係の方にも，話を進めて参りたい

と思いますが，証拠調べにつきましても，段階を踏んで証拠調べを進めていくとい
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うことになりまして，まずは，証拠書類，これは図面とか写真とかも含めた証拠書

類の方を，検察側，弁護側，それぞれ一通り御説明いただいて，その上で証人の方

のお話を聞く，さらには被告人の話を聞くということで，まずは，証拠書類の取調

べということで，その説明をいただいた上で，証人の話，被告人の話を順次聞いて

いっていただいたかと思いますけれども，証拠書類の取調べの段階で分かりにくい

ような点がなかったか，あるいは分かりやすく説明していただいたでしょうか。 

 特に，証人や被告人の話を聞く前に，いろいろと写真なども示されるかと思いま

すけれども，写真などを法廷で示された段階で，この写真はどういう意味があるの

かな，どういう必要があるのかということまで，その場で御理解をいただけたかど

うか，その辺りはいかがでしたでしょうかね。何か印象に残られているところはご

ざいますでしょうか。３番さん，いかがでしょうか。 

 

○裁判員経験者（３番）   

すみません，全然具体的ではないんですけれども，本当に検察官側の細かなそ

の資料の提示，今，本当にパソコンの画面で，前も言いましたけど，直接見られま

すし，よくこれだけ資料を作られたり，本当に何かよくやっていらっしゃるなとい

うか，大変なんだなという印象を受けて。 

 

○司会者（小川裁判官）   

何かこの証拠はどういう意味があるんだろうというようなことで，分かりにく

いようなことはございませんでしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（３番）   

いえ，特にそういう疑問というのはなく，十分な，本件，私が携わった事件に

関しては，しっかり証拠を提示いただいたと感じています。 
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○司会者（小川裁判官）   

５番さんも同じような御感想でしょうか。いかがでしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（５番）   

そうですね。弁護人さんは，全然，強盗をする動機がないっておっしゃってい

たんですけど，持っていた包丁の写真が出てきたときに，曲がっていたんですよね。

そういうところが，証拠として検察官の方が，はっきりしていましたね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

なるほど。証拠物件がやはり……。 

 

○裁判員経験者（３番）   

しっかりしておりました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

そういうことでしたか。 

 

○裁判員経験者（３番）   

はい。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。 

 

○裁判官（下村裁判官）  

では，私が担当した事件であれなんですけど，１番さん，写真ってどんな写真

があったとか，どれぐらいあったとかって御記憶がございますか。 
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○補充裁判員経験者（１番）   

扱った事件がレイプということで，いろいろ写真が，要はそのときの行為を警

察官が模擬して，馬乗りになったりとか，もちろん傷跡，一番分かりにくかったの

は，法医学の先生かな，あざの写真を見られて，専門家の人が見たらこれはあざが

あるとか，それが殴られた跡だと，あざだとか。そういうことでいろんな写真，犯

罪のときの警察官が模擬された，あと，殴られた後の先生が見た鑑定された分の写

真が，一応パワーポイント図を見せていただいた，かすかにちょっと手の跡という

か，殴られた跡かなということで，素人目では分かりにくいんですけど，専門の先

生というか，先生が言われたので，そういうところで殴られた。 

 そういったところで，やっぱり聞くだけではなく，結局お互い無罪，やられてい

た，同意がないという，同意があったということでやっているんで，やっぱりそう

いったものからすると，そういうのは写真とか，第三者，先生が，お医者さんが，

これはやっぱり殴られた跡ですよと言われると，やっぱりそうかなということで，

なかなかお互いが，先ほどちょっと最初の話になりますけど，弁護士さんとか検察

官が言うと，それぞれ本人さんも言うと，みんな本当のことを言っている，どれが

事実かなとなると，物的証拠とか客観的なものまで見る，まさに写真がそれを物語

っているんで，それをよりどころというか，それしかなかったんで，写真という意

味では，非常に助かったというか，分かりやすかった。 

 あとは，携帯の話とかその辺もあって，専門の方もあったんですけど，消したじ

ゃ，撮影したじゃなかったとか，その辺も解析できた，できなかったという話もあ

ったんですけど，やっぱり割り切れない写真でしたね，そういってみれば。はい。 

 

○裁判官（下村裁判官） 

ちなみになんですけど，このとき，被害者の服装の写真が４０枚ぐらい取り調

べられていたんですけど，これは何か御記憶に残っていますか。 
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○補充裁判員経験者（１番）   

写真が水着がいろいろあって，水着で特にそんなにあったとは記憶にない。記

憶にあるのは，弁護士の方が，しきりにブラジャーのことを何か首に跡が残る，こ

の繊維の材質が，その辺を非常に言われたのが心に残っているんですけど，それだ

け写真があったのは，ちょっと，ええ，記憶にないですね。はい。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

ありがとうございます。これはまた４番さんと６番さんへの御質問になるかと

思いますけど，この事件って，結構検察側のその証拠書類の取調べの量って多かっ

たんですかね。丸々２時間ぐらい聞いていたっていうような審理計画だと伺ってい

るんですけど，証拠書類だとか，証拠物の取調べの段階で，この検察官が主張しよ

うとしている事件の概要が，どんなものなのかなというのがすんなり入ってきたの

か，それでも，やっぱりそこでも突っ込みどころがいっぱい見付かったのか，そこ

ら辺はどんな御記憶ですかね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

御記憶に残っていることがございますか。 

 

○裁判員経験者（４番）   

４番です。結構証拠が，バッグの切り開いた中に覚せい剤が入っていたりとか

だったので，明らかにそこに入れるのは変だろうと，もう証拠を見るとおかしいと

みんなが思うような感覚だったので，その突っ込みどころがあったにしても，その

証拠を見ると，やっぱり検察側の主張が正しいのかなと思える部分はありました。 

 あと，覚せい剤とか，あんまりこう身近でないので，見せられてもよく分からな

いんですけど，そのバッグだとか結構証拠を見ると，その写真を見ると，結構何か
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こう分かるというか，うん，検察側の主張がすんなり入ってきたというのはありま

した。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

丸々２時間，証拠書類の取調べを聞いていたんだなという御印象って今ありま

すか。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ，６番さん。 

 

○裁判員経験者（６番）   

そんなに長い時間であったという認識はなかった。本当にあっという間で，写

真よりも本当の覚せい剤ですよというのをこう見て，見せられたのがすごく印象的

だったぐらいで，もう淡々と，多分やりとりでこれが要りますか，要りませんかと

いう裁判官と検察側のやりとりがちょっと長かったかなというぐらいで，最初は見

せられている間は，ああ，そうなんだ，そうなんだと，こう自分たちの中には取り

込めていくぐらいでした。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

ありがとうございました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

これまであれですね，強盗事件で言えば，凶器の写真とか，今の密輸事件で言

えば，どんなふうに覚せい剤が隠されていたかというふうなことを示す写真ですと

か，あるいはレイプ事件で言えば，殴られた痕跡を示す傷跡の写真ですとか，そう

いったやっぱり客観的な証拠が大事だったなというふうなことを御記憶におありだ
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ということでございますけれども，２番さん，７番さんが参加された裁判では，何

か証拠調べの中で印象に残っておられることがございましょうか。いかがですか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

写真については，見せられたその殺害，被害者の安置状況の写真が少し加工さ

れた形で，もうそのままではなくて，少しアニメっぽくというか，そういう形の加

工された写真だったので，直接見ることはないんですけど，周りをどういうふうに

安置をしているというような状況が見れる写真でした。 

 それ以外の車の車中の写真とかを評議室の中で見て，やはりここで絞められたん

だろうというようなものは見れたので，そこはもうすんなりここで殺されて運ばれ

てというような流れも認識することができた。 

 

○司会者（小川裁判官）   

今，おっしゃられた状況証拠というようなところは，証拠書類の取調べなどを

経て，よく御理解をいただけましたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

はい。説明どおりの状況が入っているので，見て分かるというか，そういった

ものでした。 

 

○司会者（小川裁判官）   

２番さんの方で，何か思い出したことがございますか。 

 

○裁判員経験者（２番）   

裁判員になったら，殺人の現場の写真を見せられるんだよっていうことをネッ

トでも見たり，人からも聞いていたので，ちょっと怖いなって。もうずっと頭に残
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って一生忘れられないもう怖い印象になったら嫌だなってすごく思っていたんです

けど，そのところというか，安置されているのはこう，イラスト的になっていたし，

そうはっきり分からない感じだったので，実はほっとしていました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

殺人事件でも，証拠調べにいろいろ工夫がなされたというところについて，御

披露をいただきました。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

その辺，あと一点が，供述調書って，多分どの事件でも取り調べられたかと思

うんですけど，その供述調書が分かりにくかったとか，そういった御印象があれば，

教えていただきたいなと。これは，特に４番さんと６番さんの関係になっちゃうか

もしれないんですけど，この事件は，何かその検察官の立証の評判が余り実はよろ

しくなくて，供述調書の朗読も分かりにくかったというような内容のアンケートと

かにもなっていたりしたみたいなので，何かそこら辺，御記憶があれば，教えてい

ただきたいなと思います。 

 

○裁判員経験者（４番）   

４番です。供述調書って，すみません。被告人が何か主張していることを，検

察官側が何か取調べて言ったということですか。ちょっと記憶にないんですけど，

ありましたっけ。 

 多分，１回，その通訳の方が入っていて，その通訳が間違っているとか，その質

問の仕方が良くないとかっていうので，裁判官に止められ直すというのが，何度も

何度もあったという記憶で，そのやりとりがすごく長かったという印象です。通訳

絡みの感じですかね。 

 



－26－ 

○裁判官（髙森裁判官）   

ちょっとざっくりとした質問になってしまうんですけれども，先ほどの一番最

初に話題に上っていた冒頭陳述の内容で，多分先ほどのお話を伺うと，この裁判は

こういうところが争点なんだと。責任能力だったり，覚せい剤の認識であったり，

あるいは性行為について同意があったのかどうかだったりというところは，分かっ

たという御意見が多かったかと思うんですけれども，ここで特に証拠書類を取り調

べている間，基本的には，一方的に検察官が証拠の書類の中身，こうなっています

ということを写真を見せながら説明していくのをとりあえず受け身に聞いていくと

いう，そういう時間が流れたと思うんですが，一個一個のこの証拠を今取り調べて

いるこの証拠の写真とか，図面とか，証拠書類の中身の内容とか，そういうのが先

ほど聞いた冒頭陳述の絡みでいくと，この争点の判断のこういうところに必要なん

だろうなとかいうふうに，そういうところまで落とし込めて証拠の中身を見ること

ができたのか。あるいは，この証拠って何のためにあるんだとか，疑問に思われた

ことがなかったかどうかとか，その辺の御印象がもし覚えていらっしゃる点があれ

ば，教えていただきたいんですけれども。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ。 

 

○裁判員経験者（４番）   

最初に，弁護士さんの方の資料が，とても分かりやすかったというお話をさせ

ていただいたんですけど，その中で，もうこの証拠という欄で作ってあって，これ

が出てきます，こういう証拠が出てきますよというふうに書いてくださっていたの

で，聞きながら苦ではなく，ああそういうことなんだ，そういうことなんだってい

う理解はとてもしやすかったです。 
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○司会者（小川裁判官）   

そういったあたりからも，４番さん，６番さんが参加された密輸の裁判の弁護

人の主張立証は，分かりやすかったということですね。ありがとうございます。分

かりにくかったという方向のお話は，余り出てきておりませんけれども，特に印象

に残られるほどではなかったということでしょうかね。 

 証拠調べの中でも，証人の方や被告人の話を直接法廷でお聞きいただく，質疑応

答のやりとりも，かなり時間をかけてなされたかと思いますけれども，その辺りで

何か分かりにくかった点，あるいは逆に分かりやすかった点，特にアンケートの中

でもお尋ねするのが，質問の意図などが分かりにくかったかどうかというところも

お聞きするわけなんですけれども，どういった意図で質問をしているのかなという

のが，つかみにくかったということが，何か印象に残っておられることがあれば，

教えていただきたいと思いますが，いかがでしたでしょうか。 

 どうぞ，１番さん，お願いします。 

 

○補充裁判員経験者（１番）   

すみません。何度もちょっと同じようなことを言うようになるんですけど，写

真があったんで，物的証拠というか，客観的にはもう判断できたんですけど，先ほ

ども言いましたように，被告人と被害者の方，弁護士さん，検察官，それぞれ言っ

ていることは正しいというか。 

 それと，裁判の中でもあったんですけど，やっぱりやりとりは３回，数回，３回

とかかな，４回かな，練習があったが，その辺を聞くと，やらせじゃないんですけ

ど，それを聞くと，かえってこれは作り話かなとか，変な意味で両方の意見がすん

なり入ってこないこともあったんですけど，その中で，特に刑事もの等は，特にテ

レビとか映画の影響があるんだと私は思うんですけど，弁護士の方が，被害者の方

が，すぐ感情的になりやすいというか，証言のときに二、三転するということで，

前回言ったことと調書をとったところとか，変わったというところで，被害者の方
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が言っていることが正しくないというか，ちょっと突っつこうとされたんだと思う

んですが，その質問の仕方が，結局責めるようなことというか，非常に侮辱的，彼

女にとってはそうだったと思うんですけど，結局感情的になってしまって，そこを

弁護士の方は，突きたかったんだと思うんですけど，この人の証言はちぐはぐとい

うか，客観性はないよというのが言いたかったかもしれない。 

 私らから見ると，ちょっと見苦しいといった，なぜそこまで言っても，多分彼女

は，すぐかっとなって，そんな感じになったのかなと思って，そこまで被害者の方

を責めても，かえって何か，うん，そこまで問い詰めなくてもというような感じは

非常にあったんで，その被害者に対してそこまで言って，証言といいますか，それ

を突こうとしたのは分かるんですけど，そこまで言うのもかえってちょっと逆効果

じゃないんですけど，何か違うような言い方といいますか，質問の仕方があったん

じゃないかな。 

 今もちょっと非常にそこの分は，結局，プライバシーを守られて違う部屋とか，

本人さんの顔は見えなかったんですけど，裁判所の中ではですね。非常に何かその

辺は，ちょっと悲しい思いをしました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。 

 検察側証人である被害者の方に対する尋問の際に，弁護側の方がされた反対尋問

について，ちょっとやり方がどうだったのかという，印象に残られているというこ

とでございますね。 

 ほかの皆様の方で，証人のお話，被告人のお話をお聞きいただく中で，何かこの

辺りをもうちょっとこんなふうにやってもらえれば，分かりやすかったのにという

ようなことを御記憶があることがございましょうか。いかがでしたでしょうか。 

５番さんの方は，どうでしたでしょうか。証人の話や，被告人の話。 
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○裁判員経験者（５番）   

私が経験した裁判は，検察官の方も，弁護人の方もとても分かりやすかったで

すね。裁判官の方も，後から説明してくださるのが，とても分かりやすくて，すり

合わせをしっかりしていましたので，何も困ったことはありません。すり合わせが

とてもよくできていましたので。 

 

○司会者（小川裁判官）   

３番さん，うなずいていらっしゃいますね。 

 

○裁判員経験者（３番）   

すみません。何かいいことを申し上げたいんですけど，あいにくちょっと５番

の方がおっしゃったのと同じで，特にないです。この点についてはないです。 

 

○司会者（小川裁判官）   

経験者２番さんなどはいかがでしたでしょうか。証人の話や被告人の話をお聞

きいただく中で。 

 

○裁判員経験者（２番）   

とても分かりやすかったので，もうスムーズに聞いていられたというか，理解

ができたと思うので，特にこう疑問とか，うーんと思うようなことはなかったです。 

 

○司会者（小川裁判官）   

７番さんも同じような御感想でしょうか。いかがでしたか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

そうですね。私らのやったのは，殺人か嘱託かというところでしたので，被告
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人側は，頼まれて殺したんだっていうような主張をされるんですが，状況的に照ら

した上で，証人尋問とかも聞かせてもらう中で，本人が殺してって頼むような状況

ではないよねっていうのが，もうそれぞれの質問内容から印象に残っている日もあ

りましたね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

何か証拠調べの関係で，検察官や弁護士の方から，お尋ねになりたいこと，意

見交換したいことがございましょうか。いかがでしたですか。 

 

○検察官（内田検察官）   

検察官の内田から，証人尋問，被告人質問を通じてちょっと伺いたいのですが，

分かりやすかったという御意見をいただきまして，その理由に，例えばこういうこ

ともあったんでしょうか。検察側の証人については，こういった事柄を，こういっ

た順番で聞いていくんですというレジュメのようなものの配布はありましたでしょ

うか。あるいはその被告人質問でも，同じように，こういった事柄をこういった順

番で聞いていく。ただ，被告人の話によっては，ちょっと別の展開になるかもしれ

ないというような項目立てのレジュメみたいなものの配布はありましたでしょうか。

それともそういうものはなかった上で，話を聞いていて，ああ，これはよく分かる

なという御印象だったんでしょうか。皆さんにお伺いしたいんです。 

 

○裁判員経験者（５番）   

５番です。特別にはなかったと思います。それでもよく分かりました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

何か尋問，証人尋問，被告人質問の際のそういう資料みたいなのが配られたか

どうかということ。７番さん，どうぞ。 
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○裁判員経験者（７番）   

私どものときは，項目だけは，順番立てたものが配られて，そこにメモがとれ

るようなものをいただいていました。その中で聞いた内容をメモったりして，後の

評議の中で話し合いに使うようなものとして使わせていただきました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

証人尋問用，被告人質問用のメモ用紙というのが配布されたということでござ

いますね。それなりに役立ったということになりましょうか。 

 ４番さん，６番さんの参加された裁判でも，同じような。 

 

○裁判員経験者（４番）   

私と６番の方にも，メモがとれるような項目立てたものが配布されて，それに

言われたことを自分たちが書きとめたいことを書かせていただいたので，そのとお

りに進んで，分かりやすかったように思います。 

 

○司会者（小川裁判官）   

検察官，このぐらいでよろしいでしょうか。弁護士の方からも，何か御質問が

ございましたら，どうぞ，よろしいですか。はい。どうぞ。 

 

○弁護士（近藤弁護士）   

すみません。弁護士の近藤から伺います。ちょっと冒頭陳述が，それぞれ検察

官，弁護人，どちらかが分かりやすいとか，両方分かりやすいとかいろいろあった

と思うんですが，その証拠調べの際に，皆さんのお手元で，どちらを参照されなが

ら聞かれていたのかなというのが，ちょっと興味がありまして，例えば，４番さん

と６番さんは，その弁護人が作ったのが，すごく良くできていて，分かりやすいと
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いう話だったんですけれども，多分両方置くと，机が狭くて，例えば，弁護人の方

を見ながら聞いていたとか，そういうのがあるのかな。できれば，見てもらいなが

ら聞いてもらいたいと思うので，そういうことをされていたかどうかって，伺って

もいいですかね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ，６番さん。 

 

○裁判員経験者（６番）   

弁護士の方が，おっしゃるときには，それを資料を見させていただいて，その

検察の方のときには，検察の方を見ているんですけど，やっぱり自分の中の見やす

い方というので，どうしても弁護士さんの方を見て，それに自分が書き加えたもの

と整理しながら見るという形で，こう自分の見やすい方を見ながら進めていきまし

た。 

 

○司会者（小川裁判官）   

弁護士さんの冒頭陳述メモが，証拠調べをお聞きいただく際にも，かなり役立

たれたということですね。 

 ４番さんは，いかがでしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（４番）   

４番です。私の印象としては，その資料は，もう本当に補足という感じで，話

されていることの方がよく分かったと思います。話していることが分からなかった

ら，何を言っているのか分からないから資料を見るというやり方をしていたかなっ

ていうのは，今，思っています。 
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○司会者（小川裁判官）   

よろしいでしょうかね。 

 後は，審理の締めくくりの段階の検察側の論告につきましては，論告メモという

形でまとめられたものが配布されて，それに基づいて検察官のお話を聞いていただ

いかと思いますし，弁護側の方は，弁論メモという形でまとめられたものを配布い

ただいて，そのお話をお聞きいただいたかと思います。 

 論告や弁論について，何か分かりやすかった点，分かりにくかった点，特に論告

や弁論につきましては，その後の評議で，話合いの中で参照をいただきながら，話

合いを進めていただいたのかなとも思いますけれども，論告や弁論についての御感

想，御意見などはいかがでしょうか。 

 経験者７番さんは，いかがでしたでしょうか。論告や弁論につきましては。 

 

○裁判員経験者（７番）   

冒頭陳述の資料から，それをさらに細かく証拠調べとかで出た内容を補足され

て整理されている。やはり検察官側の資料の方が，きっちりそう整理がされていて，

弁護人側の方の資料については，どうしても情状に訴えるような整理になっている

ので，ちょっと入ってこないというか。ええ。もう終始，検察官側のストーリーに

流れているようなものでした。 

 

○司会者（小川裁判官）   

同じ裁判を経験された２番さんは，いかがでしょうか。 

 

○裁判員経験者（２番）   

今，７番の方がおっしゃったとおりで，本当にそのとおりでした。 

 

○司会者（小川裁判官）   
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やっぱり２番さん，７番さんの経験された裁判は，裁判の中身自体がかなり弁

護側にとっては，厳しい裁判だったのかなという印象がございますね。 

 ほかの裁判を経験された皆様方は，論告や弁論についての御感想は，いかがでし

ょうか。３番さん，どうぞ。 

 

○裁判員経験者（３番）   

やはり検察官の論告要旨も，冒頭陳述からその証拠調べで，最終のさらにこう

しっかりもう強固なというか，なかなかこうもう説得力のあるもので，弁護人の方

の弁論メモが最後出ましたけど，なかなかちょっと苦しいなという印象で，何かす

ごくやはりどういうんですかね，お互いの状況がよく最後の文面に表れているなと

いう印象を受けました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

５番さん，同じ裁判を経験されて，どんな印象が残っていらっしゃいますか。 

 

○裁判員経験者（５番）   

そうですね。実際に参加してみて，裁判官の方が，最終的には決められるんだ

ろうと思ったけど，実際に裁判員の意見もしっかり受け入れていただいて，判決が

下るんだなというのを本当にうれしく思いました。とても。 

 

○司会者（小川裁判官）   

４番さん，６番さんの経験された裁判では，弁護人側もかなり健闘されたとい

うことでございますけれども，論告や弁論の中身の方は，いかがでしたでしょうか。 

 

○裁判員経験者（４番）   

論告の段階になると，もう評議も進んでいるので，もうみんなが事件のことが
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頭に入ってきていて，何がどう進んでいっているのか，どこが違うのか，どこが矛

盾しているのかというのは，結構みんな分かっていたんですけれども，検察官側の

主張も，資料も結構ちゃんとできていて，見ると，ああ，そうだなと思って，弁護

人側の方を見ると，ああ，そうだなって思って，結構最後の方になると，五分五分

かなとは私は思っていたんですけれども。 

 ただ，一点，この裁判は，被告人が外国人の方だったので，通訳を通してじゃな

いとできなかったというのと，あと，その資料が何かワッツアップ（Ｗｈａｔｓ 

Ａｐｐ）という，被告人の人が使っていたメールを見ながら，この行動を一個一個

把握していくという，何でこう言ったのかみたいなのをやっていたんですけど，英

語のその訳というのが，どうしても検察官の方が作ったものなので，何か被告人に

不利な訳じゃないかなと私は実は思っていまして，なので何かそれは分からないじ

ゃないですか。日本人の感覚だと，こういうふうに安全第一とか言われると，何か

被告人にこう不利なような書き方をされているなというのが，ちょっとずっと思っ

ていまして，そこは，評議の中で言わなかったんですけど，もし今度その外国人の

方が裁かれる場があるんだとしたら，そこを改善すべきではないのかなというのを

ちょっと思いました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

通訳を要するような外国人の裁判の場合は，訳し方っていうところも，問題に

なり得るんじゃないかという御指摘ですね。ありがとうございます。 

 ６番さんは，何か論告や弁論はいかがでしたか。 

 

○裁判員経験者（６番）   

自分の中では，もう最初の冒頭陳述を聞いた時点で，こうだという気持ちを決

めていったんですけど，やっぱり最後の論告弁論を聞いていくと，ここをすごくよ

く考えないと，この人の人生がとか，そういうことをすごい真剣に考えられたので，
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裁判ってこういうものなんだなというのが残りました。印象に残りました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

経験者１番さんの裁判では，先ほども御紹介いただきましたときに，被告人が

二人いまして，それぞれに弁護士さんがついて，弁護士さんが，被告人ごとの主張

をされたということで，検察側，弁護側，それぞれの意見を聞く上に，弁護側の意

見をそれぞれ聞かなくちゃいけないということで，資料の方もその分，多くなり，

御理解をいただくのもなかなか大変だったかなと思いますけれども，いかがでした

でしょうかね。 

 

○補充裁判員経験者（１番）   

冒頭弁論のところのメモでも言ったんですけど，やっぱり先ほど裁判長が言わ

れたように，被告人が二人いらっしゃるんで，書き方が微妙に違っていて，当初で

も，最初のときより聞くと，さっきの評議を重ねて，事件の内容が分かるようにし

ていて，書いてあることも分かるし，ストーリーも分かるんで，最初の冒頭陳述よ

りは，分かりやすく書いてあって，ああ，これがこういうときだ，こういう証言と

か証拠を出されたのは，こういうことだなと，しきりに強姦事件だったんで，論点

になっております合意があったかないかいうところが，書いてはあるんですけど，

その意見は書いてあるんですけど，弁論の中で弁護士さんも言われたんですけど，

でも，それはどういいますか，標語にしか聞こえなくて，それを具体的に，だから

こういうことがあったら，こうですねと覆るような，その意見といいますか，証拠

といいますか，それも示されたわけではなくて，逆に先ほど言いました傷の写真，

圧迫跡があったりとかいうような話を，その証拠を見ているとやっぱりそっちの方

が正しいのかなと思って，しきりに疑わしきは，みたいなことを言われるんですけ

ど，でも，その覆せるような証拠といいますか，それは，もう標語的にしか聞こえ

なくて，その辺を覆すのは，もうちょっと証拠は難しいんか分かりませんけど，そ
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ういうのが証明されたら良かったんかなと。 

 ただ，最後のところで，地図とか，現場の周辺，地図があちこち，コンビニに行

ったりとか，結局，港の方まで行かれたんですけど，その辺は，こういう時系列が

あって，こういう話があって，いろいろなところもちょっと引っかかったいうこと

で，そういった意味では，全体像を見せてもらえる地図といいますか，見取り図も

出していただいたんで，その辺は，非常に弁護士さんの資料も分かりやすかったと

思います。 

 後は，何回も言うんですけど，被告人が二人いるんで，書き方がちょっと微妙に

違うと，ちょっと分かりにくいというところはあります。結局，３つの書類を見た

ような感じになりまして，いろんなまとめ方があるんだなということで，事件を通

して大体分かったんですけど，その辺の言いたいことというのが，最後になったら，

何となく分かりました。はい。 

 

○司会者（小川裁判官）   

論告や弁論について，法曹三者から，更に経験者の方々にお尋ねしたいことが

あれば。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

私から１点だけ。責任能力が問題になった事件なんですけど，弁護人の方の弁

論を見ると，何かいきなりその被告人が起訴状に記載の事件を起こした犯人と言え

るかという問題提起がぽっと出てきているように思うんですけど，何かこの弁護人

の主張の意味というか，そこら辺は，すんなり腑に落ちられましたでしょうかね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

３番さん，お願いいたします。 
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○裁判員経験者（３番）   

そうですね。これは，テクニックというか，こういうものなのかなというので，

こう言わざるを得ないのかなという捉え方で，余り疑問には思っていないというか，

こんなもんかという認識だったんですけれども。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

何か弁護人としては，責任能力どうのこうのの前に，この事件を起こしたのが

被告人ではない可能性があるって，多分こういう主張だと思うんですけど，何かい

きなりそういう主張が出てきたというわけでもなかったんですかね。 

 初めて，ここでいきなり被告人が，この事件を起こした犯人ではない可能性があ

るっていう話が出てきたのか。それとも何か審理の中で，そういう可能性が提示さ

れていたのか。そこら辺はいかがでしょうかね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ，３番さん，お願いいたします。 

 

○裁判員経験者（３番）   

そもそも，そうですね，当初から検察官が，まず冒頭陳述で，責任能力の件を

言っていますし，その（病名）とか，意識がもうろうとかというあたりのことの提

示がありましたので，特にそれは疑問には思っていない，思わなかったんですけど。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ。 

 

○裁判員経験者（５番）   

これは，犯人は，現場で事件を起こして，逃げて，倒れたところを捕まったわ
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けですから，もう犯人というのが，最初から分かっていたと思うんですよ。ただ，

それが薬を飲んで，もうろうとして記憶にないような，もうろうとしてやっている

のかどうかというんだけど，捕まった後に，今，思い出したんですけど，取調室の

写真，動画が出てきたんですよね。 

 それを見てみたら，何かちょっと芝居かな，それから，だって現場で犯行，犯罪

を起こして，逃げていくのを柵を乗り越えて逃げていくんですよね。もうろうとし

ていたら，その倒れていたところまで，何分かかったか，そこまで全部検察官の方

が調べていらっしゃったんですよ。もうろうとしていたら，そこまでたどり着けな

いんですよね。もう完全にちょっと芝居くさかったですね。だから，これは，検察

官の方の方が証拠がしっかりしておりました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

よろしいでしょうか。審理の中身に関する意見交換は，このくらいにさせてい

ただきましょうか。何か経験者の皆様の方から。弁護士さんからございますか。お

願いいたします。 

 

○弁護士（近藤弁護士）   

すみません，ちょっとどのタイミングで言えばいいのか，分からないんですが，

被害者参加があった事件について，ちょっとお話を伺えればと思っておりまして，

時系列的に今ぐらいかなと思って，よろしいでしょうか。 

 この中で，恐らく被害者参加，被害者の例えば御遺族とかが法廷に出られて，そ

こで意見を述べたり，お手紙を読まれたりって，そういう事件を経験された方がい

らっしゃると思うんですけれども，一つには，被害者の方が，その場で，例えば弁

護人や検察官と同じように意見を読むとか，あるいはそのお手紙を読んでいるけれ

ども，これが裁判の中でどういう位置付けにあるのかというのは，そもそもこれは，

ちょっと誰がどういうふうに説明するのかっていうのもあるんですけど，分かりや
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すかったかどうかというのは，ちょっと伺ってもいいですかね。 

 

○司会者（小川裁判官）   

実際に被害者参加の御遺族が被害者参加されたのは，殺人，死体遺棄の裁判，

２番さん，７番さんが御参加された事件でございましょうかね。何か被害者側の弁

護士さんのお立場など，裁判の中で御理解をいただけたかというところについては，

いかがでしたでしょうか。７番さん。 

 

○裁判員経験者（７番）   

どっちかというと，もう証拠調べが終わって，もう最後のあたり，証人尋問も

終わった後，被害者の御遺族を代表してじゃないですけど，御家族さんの無念とい

うか，そういったことを訴えられる場であるのかなというふうには思っております。 

 やはり今回の事件であれば，すんなりその思いが伝わってきたのかなと思いまし

た。 

 

○司会者（小川裁判官）   

２番さんの方では，何か，お感じになったことがございますか。 

 

○裁判員経験者（２番）   

私も別にこう違和感なくというか，当然だろうなという思いしかありませんで

した。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうぞ。 

 

○弁護士（近藤弁護士）   
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先ほどの２番さんと７番さんですけれども，一応その被害者の御遺族の方がお

手紙を読んで，今回は，承諾殺人かどうかという事案だったと思うんですよね。そ

うすると，被害者の方がどういう方だったかというのが，その承諾があったかない

かというところに，その関連はするようにも思われるかなと思っているんですね。 

 ただ，そこは，本当は使ってはいけない，認定の中で承諾があったかないかとい

うところに，その被害者の御遺族の方のお手紙とかを使ってはいけないということ

にはなっているんですが，そういったところが，頭の中でちゃんと切り分けができ

たかどうかとか，そういったところはどうでしょうか。 

 

○司会者（小川裁判官）   

先ほどの７番さんの御発言の中でも，事実認定に係る審理の部分とは，ちょっ

と切り離されたものとして，受け止められたというふうなお話がございましたけれ

ども，そのあたり，いかがでしょうか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

そうですね，もうその前段部分までの中で，嘱託かどうか，嘱託ってあり得な

いという思いにはもうなっていたところだと思いますので，一緒にというか，補足

という位置付けのお手紙だったように思っています。はい。 

 

○司会者（小川裁判官）   

少なくとも，お二人が。 

 

○裁判員経験者（２番）   

私も同じ意見です。 

 

○司会者（小川裁判官）   
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少なくとも二人が参加された裁判では，弁護人が気にしていたような問題はな

かったんじゃないかと，こういうことでございましょうかね。 

〔休憩〕 

○司会者（小川裁判官）  

皆様が御経験をいただいた否認事件における検察側，弁護側それぞれの主張立

証活動について，振り返っていろいろと意見交換をさせていただきました。 

 もう一つ，質問事項といたしまして，裁判官の説明に関して，審理並びに評議を

通じて，裁判官の方でさせていただいた説明が分かりやすかったかどうかといった

ところも，質問事項に挙げさせていただいておりますが，これにつきましては，も

う既に裁判官の方でも，適宜分かりやすく説明をしてもらったので，審理，評議，

臨みやすかったということでお話をいただいてきたところでございますが，何か，

この点に関して，つけ加えてお話しいただくようなことがございましょうか。いか

がですかね。裁判官の関わり具合につきましては。どうぞ，３番さん，お願いいた

します。 

 

○裁判員経験者（３番）   

本当，３人の裁判官の方が，本当に穏やかな物言いで，でも，適宜この点はど

うでしょうかということを声掛けしてくださるので，どういうんですかね，議論が

あちこち行くこともなく，本当にそういった雰囲気作りとか，進め方にも御配慮い

ただいたので，私も３人の裁判官の方には，大変感謝しております。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。５番さんからも，裁判員の人の意見をよく聞いてくれ

るんだなということを，先ほどおっしゃっていただきましたけれども，何か裁判官

の関わりについて，いかがでしたでしょうか。 
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○裁判員経験者（５番）   

そうですね。裁判官というのは，何かちょっと私たちから見たら，すごくかけ

離れた，上の方だから，常に緊張して会話ができるかしらという緊張感でもって参

加したんですけど，本当，私たちのレベルにかえっていただいて，話を聞いていた

だいたり，説明していただいたので，本当に和やかに，私の場合は７日間でしたけ

れども，毎日が楽しいお勉強会のようでした。感謝しております。ありがとうござ

います。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。ほかの皆様からも何かございましたら，いかがでしょ

うか。１番さん，どうぞ。 

 

○補充裁判員経験者（１番）   

すみません。実は，私，裁判員と言っても，僕は補欠の補充裁判員だったんで

すけど，その中で，一応審理と評議という，評議の中には，私の票はもちろん補充

裁判員なんで入らないんですけど，最後の中で裁判長が，何でも最後に皆さんの意

見を一言ずつ話してくださいということで，僕はその最後で思いを全部言って，そ

の１票になるかならないか関係なしに，みんなと関わった，この仲間，何人だった

か，８人でしたか。仲間の一人として私の意見も言えたんだという，そういった意

味で，裁判員に選ばれて，補充裁判員だったけど，全員が参加して，先ほどこの人

の人生いう話がありましたけど，重い決断をするという意味で，僕は１票を投じた

投じない関係なしに，同じ土俵，土台の中で話ができた，意見が述べられた，話す

ことができた，思いを伝えることができたという意味で，皆さんが言ったように，

いい経験も含めて，自分自身も社会人というか，法を守るというかな，そういう意

識がちょっと高まったというか，そういう点で非常にありがたかったし，そういう

時間を設けていただいた裁判長に感謝しております。ありがとうございました。 
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○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございます。ほかの皆様から何か，つけ加えて，私も何か述

べておきたいということがございましたら伺いたいんですが，よろしゅうございま

すか。 

 では，用意させていただいている質問事項としては，最後になりますが，裁判員

あるいは補充裁判員を経験されて，どのような御感想，御意見をお持ちになられた

か，最後に何かまとめのような質問を用意させていただいたところでございます。 

 あるいは今後の裁判員裁判のやり方についての御提言などをいただければ，それ

も幸いでございますし，これから裁判員になられる方々へのメッセージなどもあわ

せていただけたらというふうに思います。 

 皆様，参加をいただきましたのは，否認事件ということで，１週間を超える長丁

場の裁判でございましたですけれども，出席率が下がっているとか，辞退率が上昇

しているとか，そういった報道もあるところでございまして，後に続く方々に何か

メッセージのようなものをいただけたらという気持ちもございます。皆様，いかが

でございましょうか。どなたか，口火を切っていただけますか。いかがですか。 

 ３番さん，どうぞ，お願いいたします。 

 

○裁判員経験者（３番）   

すみません。ちょっとこれどうしても，皆様，御意見を伺いたくて申し上げた

いんですが，この裁判員制度自体が，こういったパンフレットにも，国民が内容が

多角的で深みのあるものになることが期待されると，こう裁判のプロセスに直接参

加することで，その内容や手続に国民の良識が反映されるということをうたわれて

いて，ただ，ちょっと疑問に思ったのが，今回でも，最後のあたりで，同様の事件

で，どのような判決だったのかというデータが示されるんですけれども，それは当

然，その判断材料として大事であるとは思うんですが，ただ，どうしても我々裁判
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員が，その今までのデータに従わざるを得ないというか，拘束されるような何かそ

ういう印象を受けたんですけれども，やっぱり今，国民の感覚としては，どちらか

というと，刑が軽いというか，世の中でも，飲酒事故の罪が厳しくなるとか，殺人

罪の時効が延びたとか，流れとしては，社会全体，その厳罰というか，死刑問題も

あるとしても，厳しい方向に，どちらかというとなっていると思うんですけれども，

結局どうしても，そんなもんかというか，今までのその判例のデータに，最後拘束

されてしまうというか，どちらかというと，ちょっと汚い言い方をすると，これま

での裁判所の判断に，我々裁判員がうんと言わされているだけのような印象を受け

たもので，本当にそれを，そのデータがあって，それでもこうだとか，主体的に裁

判員の方が判断をされるのであれば，いいと思うんですけれども，そんなもんかと

いうふうになってくるのであれば，その国民の良識が結果に反映されないのではな

いのかなというのをすごく疑問に感じまして，実際その量刑でも，裁判員の例えば

５人とかが，何年とかいうふうに，多くても職業裁判官が入っていなければ，そっ

ちに量刑が落とされるというか，引っ張られるわけなんで，ちょっとそこがどうな

んですかね。その裁判所の裁判にもう結局拘束されて，国民がそこに呼び出されて

いるだけの制度なんじゃないかなというちょっと疑問を感じたもので，皆さんがこ

こまで思われているのか，どうなのか，ちょっと伺いたいなというのが，私の最大

の疑問です。 

 

○司会者（小川裁判官）   

なるほど，本日，冒頭で，このあたりのことを申し上げたかったんだというふ

うにおっしゃられたところかと思いますが，今回，事実認定が争われた否認事件と

いうことで，そのあたりを中心に，皆様の御意見をいただいてきたわけですけれど

も，もう皆様，判決としては，有罪の判決ということで，量刑についても話し合わ

れたかと思うんですけれども，その量刑についての評議の際に示される量刑資料で

すかね，量刑データ，このあたりについて，何か思われるところがおありだったか
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どうか，今の３番さんの問題提起を受けて，何か御意見をお持ちの方がいらっしゃ

いましたら，お伺いしたいと思いますが，いかがでございましょうか。 

 ６番さん，何かございますか。 

 

○裁判員経験者（６番）   

私は，本当に今回参加させていただかなかったら，知らなかったことを本当に，

この１２日間の間にいろいろ教えていただいて，最終的にそういうデータを見せて

いただいて，こう導いてもらうというんですかね。こう今までのデータがないと，

ちょっとやっぱり判断できないなというところは，やはりあるなというので，それ

はあくまでもやっぱり参考としていて，私はこう選ばれたんだから，自分の意見で

こう１票を投じるというか，考えを述べて決めていくというところではありました

けど，今おっしゃられたように，そこまで考えないというか，そういう人がもしい

らっしゃったら，ちょっと怖いなというのは，今，気がつきました。 

 そのときには，もう自分の意見，今，この２時間で，みんなに評議をして出した

結果でというので，こう本当に人が亡くなられたりとか，そういう事件ではなかっ

たですけれども，すごく自分なりに悩んで導き出したものだったので，それには自

信というか，考え抜いた決断だったのではありますが，そう，今３番の方がおっし

ゃられたように，言われるちょっと何か危険というかいうのも今感じました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございました。あくまでそういった資料やデータも，一つの

参考にはさせていただいたけれどもというお話でございました。 

 どうぞ，５番さん，お願いします。 

 

○裁判員経験者（５番）   

５番です。それは，私たちが経験した，この事件では，そういうのは，当たら
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なかったんですけど，今からやはり一番私が思っているのは，事件を起こす人が，

年齢が割と下の方が，事故，事件を起こす方がとても多いですよね。 

 だから，そういう意味で，私たちなんか，もう少しちょっと量刑を重くしたほう

がいいとか，そういうのを反映させるのも，やはり裁判員の人の意見だと思うので，

やはり裁判員制度というのは，とても必要だと思うんですね。 

 だから，今まででそういう判例はないかもしれないけれども，今からの時代にや

っぱり裁判員の意見をしっかり反映させていただいて，そのときそのときで，判例

を作っていただいたらいいかなと思っております。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。量刑に関してもやっぱり市民の感覚をできるだけ反映

してもらいたいというふうなお気持ちだということですね。ありがとうございます。 

 ３番さんから，問題提起をいただいたことについては，これぐらいにさせていた

だいて，ほかの皆様からも，ちょっと最後の御質問という形の全般的な御感想など

もお伺いできたらと思いますけれども，いかがでございましょうかね。 

 ７番さんから，何かいただけますでしょうか。 

 

○裁判員経験者（７番）   

裁判員制度の話になるんですが，抽せん日から実際に公判までの期間が短いと

いうことがあって，もう抽せんに来る前から勤務調整とかをしてこないと，裁判員

になるかもしれない。なので，この期間，不在になる可能性があるのでということ

で，事前に勤務調整するんですけど，できれば抽せん日がもう少し前にあって，決

まったから調整するんであれば，私は今交代勤務をやっているもので，代わりの人

を手配しないといけなかったりするので，確定した状態で臨みたいなという，これ

は意見なんですけど，いうことで，もう少し抽せん日からの期間をとっていただけ

ないかなというのが，要望でございます。 
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○司会者（小川裁判官）   

選任手続から実際の裁判が開かれるまでの間に，もう少し期間を置いてもらっ

たほうが，より参加しやすくなるんじゃないかという御提言ですね。ありがとうご

ざいます。 

 ほかの皆様からも，御意見，御感想，御提言をいただきたいと思いますが，いか

がでしょうか。４番さん，いかがでございましょうか。 

 

○裁判員経験者（４番）   

私は，性格的にやりたい人がやればいいという考えで生きてきたんですけれど

も，今回参加させてもらって，やっぱり参加することに意義があるんだというのを，

すごく実感しています。 

 なので，何か本当に仕事とかしていると，長い期間，拘束されて仕事の調整をす

るのが難しいんですけれども，もう徴兵制度みたいに義務化してしまって，来たら

絶対に行かなきゃならないみたいな，こう，制度を作っちゃえば，もう本当に会社

の理解も得られると思いますし，実際，上司に言っても，そんなに長期間休まれた

ら困るみたいなことを言われたんですけど，でも，実際に休んだんですけれども，

それはそれでよかったと思っています。 

 なので，これは本当に制度として広めるのであれば，その社会全体の理解制度を

もっと整えていくべきじゃないかなというのは，すごく思います。結局，素人集団

が裁判に関わるので，自分が被告人になったとしたら，もう本当にプロに裁かれた

いとは思いますけど，それだけの責任感を強いられるわけですから，それも義務化

してしまえばいいんじゃないかというのは，すごく感じています。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。経験者２番さんは，何か最後にございましょうか。 
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○裁判員経験者（２番）   

まず先に，１年前に何か書類が来たときに，えっ私に来たのと思って，とても

驚いたんですけど，内容を読んでいたら，もう何か脅迫めいているというか，脅し

みたいな感じで，もう怖くて怖くて。半年前でしたっけ。あなたが選ばられたよと

いうようなことが来て，もう絶対に行かなきゃいけない，この日に絶対に行かなき

ゃいけないけれども，もしその日に頭が痛くなったらどうしよう，お腹が痛くなっ

たらどうしよう，家族がけがして急に行けなくなったらどうしよう，何十万円かの

罰金を払わなきゃいけないんだろうかとか，いろいろ考えてしまって，もうちょっ

と脅迫めいているというか，脅しみたいでちょっと怖かったので，もうちょっとそ

の後，私は裁判員裁判が終わってから，裁判の傍聴に近所の方たち，何度か連れて

来させていただいて，こういうのってみんなするべきだよねと皆さんに言っていた

だいて，とてもよかったので，それで実際に私も裁判員を経験させていただいて，

とても貴重な体験だったと思うし，よかったと思うので，もうちょっとこう脅しみ

たいな感じじゃなくて，何か裁判所という書類じゃなくて，もうちょっとこう作り

方を変えていただけたらいいかなと思いました。 

 それともう一つですけど，すみません。法廷から出て評議室に入って，時々，ト

イレの時間を設けていただくんですけれども，もうちょっと遠くて，それで時間が

かかってしまうというか，構造上の問題もあるでしょうけど，そこを何とかしてい

ただけたらなというふうに思いました。 

 

○司会者（小川裁判官）   

どうもありがとうございました。 

 今日は，傍聴をしていただいている報道機関の記者さん方にも，御質問の時間，

お取りするということで予定させていただいておりますので，もう時間も大分迫っ

てまいりましたので，記者さんからの御質問にお答えいただくような形で，さらに
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皆さん，ちょっとこれだけは最後に言っておきたいというお話がございましたら，

それに絡めてちょっとお話をいただけたらとも思います。 

 記者さん方から，何か代表して御質問がございますでしょうか。 

 

○Ａ社（ａ記者）   

Ａ社のａと申します。今日は，ありがとうございました。最初の皆さんの参加

動機の点で，皆さん，おっしゃっていたのが，やってみてよかったとか，あと人生

経験がプラスになったと皆さん，おっしゃっていたと思うんですけれども，それ，

多分一般の方が聞いたら，えっ意外，そうなんだというふうに思われると思うんで

すよね。 

 皆さんに知らせたいということをおっしゃっていた方もいらっしゃったので，改

めて具体的にどういったところ，どういった点がやってみて，どのようにプラスに

なったのか，良かったのかという部分を，裁判員裁判に参加された皆さんにお聞き

したいと思います。 

 

○司会者（小川裁判官）   

今の御質問をなるべく多くの方にお話しいただくというような形でよろしいで

しょうか。ほかの御質問は特によろしいでしょうか。今の御質問に絞っていただく

ということでもよろしいでしょうか。 

 では，そういうことでしたら，できるだけ多くの皆さんから，今の御質問にお答

えして，お話をいただけたらと思います。 

 ５番さん，よろしいですか。 

 

○裁判員経験者（５番）   

私は，裁判員というのは，ただ，裁判官が決められるのを，へりでこういうも

のなんだって，それを傍聴するぐらいの感じで思っていたんですね。実際私たちも
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一緒に，その裁判に本当に関わって，判決まで私たちの意見も取り入れていく流れ

があるというのを初めて経験して分かったんです。 

 だから，とてもやはり民間の一般の人の意見が，反映する裁判になると思って，

これは絶対，今からも続けるべきだと思いますね。それはとてもありがたかったで

すね。それを知らせたいです。 

 

○司会者（小川裁判官）   

ありがとうございます。ほかの皆様からも，是非お出しいただきたいと思いま

すが，いかがでしょうか。 

 ６番さん，いかがですか。 

 

○裁判員経験者（６番）   

私は，職場も理解があり，家族も理解があり，参加することができたんですけ

ど，４番さんがちょうど言われたように，制度として封筒が来るとどきっとして，

ああ，行かないといけないっていう，ちょっと外れくじを引いたような気持ちで参

加を多分，これからの人たちもきっとするであろうと思うと，制度的に変えたいな

と。 

 私は，自分の生活でいっぱいいっぱいで，事件も人ごとというか，ニュースで見

て，ああそうなんだというぐらいにしか，こう流してこうしていたけれど，本当に

近くでこういうことは起こり得るんだなとか，そういう事件に関しての意識が，何

か身近に感じられるようになって，そういう経験は，やっぱりこういうところに出

てきて，いろいろ考えて集中してその期間を考えることで得られたので，そういう

機会が当たったことをマイナスに捉われないという活動も何か，こういうのもそう

ですけど，何かどこかで広めていく何かが欲しいなというのは，思いました。 

 

○司会者（小川裁判官）   
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予定時間は，残りわずかですけれども，１番さんは，何かございますか。お願

いいたします。 

 

○補充裁判員経験者（１番）   

非常にいい経験という意味で，我々もそうなんですけど，僕も最初から説明と

いうか，何回も同じことを言うようなんですけど，多分開かれた裁判所，法律とい

う意味からすると，道交法でよく捕まったりして，すぐそこで道交法というのはす

ぐ身近にあるんですけど，こういうふうな傷害とか，死体遺棄とか，そういうふう

な非常に重たい重罪については，なかなか分かりにくいんで，裁判員，我々一般市

民が参加して，資料のことを言いましたけど，非常に分かりやすい公開の場で説明

するという意味では，検察官も弁護士の方も，説明が非常に分かりやすい。その後，

裁判員制度なんで，裁判官の人もその別室で評議室で，その裁判，事例とかさっき

言った量刑についての話もありましたけど，その過程とかそういうのを全部話をす

るので，僕も関わった犯罪について，性交について同意がどうのこうの，やっぱり

調べますんで，そういった意味では，いろんな人が関わって，弁護士さん，検察官

さんも含めて，分かりやすい，みんなが理解しやすい，開かれた裁判という意味で

は，非常に携わった人もですし，その法廷を開く，関わった皆さんの理解を広げる

という意味では，非常にこの制度はいいと思います。先ほどから何回も出ています

けど，このよりみんなが参加しやすい制度，後は３番さんが言われたように，市民

の量刑に関する感覚が反映されるよう制度をどんどん変えて，より民意が反映され

るような法制度，極論を言うと，裁判員だけで量刑が決まるか，結局そこはちょっ

と極論，そういうふうな法制度も繰り返し，もう何年もたっているので，そろそろ

そういった全員参加ができるような制度，休暇とかその取りやすいその参加の仕方

とかも含めて，量刑も反映しやすいようなのも含めて，そろそろ目安いうのも含め

てやればいいんじゃないかなと，参加して思いましたし，その辺もレベルも上がっ

ているんじゃないかなということで，どんどんこういうふうな報道機関も含めてＰ
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Ｒじゃないんですけど，してもらったほうが，参加した以外の人は，一言，先ほど

話したように，関係ないわってなってしまうので，もっと開かれた裁判所であれば

なと思います。参加して非常に良かったと思いますので，どんどんＰＲしていきた

いと思います。 

 

○検察官（内田検察官）   

今日は，貴重な意見をどうもありがとうございました。この意見を検察庁に持

ち帰りまして，今後の裁判できちんと主張を立証できるように心掛けていきたいと

思います。ありがとうございました。 

 

○弁護士（近藤弁護士）   

今日は，非常に参考になる意見をありがとうございました。実はここの場に臨

むに当たって，その弁護士の意見というのは，やっぱり分かりにくいと言われるこ

との方が多いということで，今日も厳しい御意見があるかなと，もちろんそういっ

た御意見もありましたけれども，いや，弁護士の方が分かりやすいという御意見も

いただいて，よかったなというのと，ただ結論としては，これ皆さん，被告人は争

っていて，しかし，たとえ弁護人の意見が分かりやすいとしても，やっぱり有罪に

なっている事案だということで，その辺りについては，最終的には，もちろんその

事案の性質にもよりますけれども，今後，研さんを積んでいかないといけないとこ

ろだろうなと思っております。ありがとうございました。 

 

○裁判官（下村裁判官）   

本日は，皆さん，御出席いただきまして，また貴重な御意見を伺うことができ

まして，本当にありがとうございました。私自身も勉強になりましたので，これか

らどんどんまた積み重ねていい制度にしていけたらいいなと思いますが，お願いと

いうか，これまたちょっとだけありまして，まず一応国民の義務ということには，
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なっている制度です。法律で国民の義務だというふうに定められている制度だとい

うのが１点と，あと，その量刑の評議の関係は，多分今回詳しくできなかったんで

すけど，グラフ自体も，あれは裁判官が出した意見ではなくて，全国の裁判員が出

した結論だということも，一つ大事な要素かなと思います。 

 最後にですけど，こういう広報行事，裁判所はそれなりに力を入れて，草の根活

動なんですけど，やっておりまして，法廷見学ツアーですとか，あるいは出前講座

といったものもやらせてもらっていますので，もしよろしければ，皆さん，御周囲

の方にそういったこともありますよということをお伝えいただければ，裁判所とし

ては，もう願ったりかなったりということでございます。どうも本日は，本当にあ

りがとうございました。 

 

○裁判官（髙森裁判官）   

本当に皆さん，お忙しい中，ありがとうございました。今，開かれた裁判所と

いう言葉も出てまいりましたけれども，こちらが必要なことを説明するだけではな

くて，皆さんにやっていただいたように，御意見をいただいて，そのみんなで意見

を出し合って，みんなで協働して一つの判決という結論を導いていくというこのプ

ロセスはとても大切だと思っていますので，今までも大事にしてきたところですが，

今日の皆様の御意見を伺って，またそこら辺を改めてきっちりやって，やり続けて

いきたいなというふうに思いました。 

 本日は，どうもありがとうございました。 

 

○司会者（小川裁判官） 

 司会の不手際で，もう少しいろいろとお話を伺いたかったのですが，時間もまい

りましたので，意見交換会はこれにて終了とさせていただきたいと思います。長時

間お疲れ様でございました。ありがとうございました。 
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（別 紙） 

質問事項 

はじめに 

１ 今回，経験者の意見交換会に参加してもよいとお考えになった理由をお聞かせ

ください。 

 

否認事件における主張立証活動 

２ 検察官側の活動について 

  冒頭陳述の内容について，今，どのような印象が残っていますか。また，証

拠調べの間，冒頭陳述を参照しながら証拠調べに臨むことはできましたか。

冒頭陳述の印象が薄かったり，証拠調べにおいて冒頭陳述を有効に活用でき

なかったとすれば，それはどのような理由からですか。 

  取り調べられた証拠書類の内容は分かりやすかったですか。どのような点で

分かりやすかった，あるいは分かりにくかったとお考えですか。 

   特に，法廷でご覧いただいた写真の意味，必要性をその場で理解することが

できましたか。 

  証人尋問や被告人質問の場面で，検察官の質問の意図やその内容をその場で

理解することができましたか。どのような点で理解しやすかった，あるいは

理解しにくかったとお考えですか。 

  論告の内容は分かりやすかったですか。どのような点でそのようにお考えで

すか。 

３ 弁護人側の活動 

  冒頭陳述の内容について，今どのような印象が残っていますか。また，証拠

調べの間，冒頭陳述を参照しながら証拠調べに臨むことができましたか。冒

頭陳述の印象が薄かったり，証拠調べにおいて冒頭陳述を有効に活用できな

かったとすれば，それはどのような理由からですか。 
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  取り調べられた証拠書類の内容は分かりやすかったですか。どのような点で

分かりやすかった，あるいは分かりにくかったとお考えですか。 

   特に，法廷でご覧いただいた写真の意味，必要性をその場で理解することが

できましたか。 

  証人尋問や被告人質問の場面で，弁護人の質問の意図やその内容をその場で

理解することができましたか。どのような点で理解しやすかった，あるいは

理解しにくかったとお考えですか。 

  弁論の内容は分かりやすかったですか。どのような点でそのようにお考えで

すか。 

 

裁判官の説明 

４ 審理と評議を通じ，裁判官によって行われた説明は分かりやすかったですか。

分かりにくかったとすれば，その理由は何ですか。 

 

さいごに 

５ 裁判員・補充裁判員を経験され，どのような感想や意見をお持ちですか。今後

の裁判員裁判の進め方等についてご意見やご要望をお聞かせください。 

以 上 


